
女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる小田原市内の企業を

ゴールドステージ、シルバーステージ、ブロンズステージの

3段階で認定する小田原市独自の制度です

検索 小田原ＬエールHOME

現在、114社 （ゴールド63社、シルバー
38社、ブロンズ13社）が認定されています

お問合せ
小田原市市民部人権・男女共同参画課

TEL ０４６５－３３－１７２５
E-MAIL jinken@city.odawara.kanagawa.jp

well-
being

DE&I



 

認定項目 認定段階（ステージ） 

区分 項目数 ブロンズ シルバー ゴールド 

項目Ⅰ 

意識・職場風土の醸成 

（１） ４個 

６個以上 

（１）１個以上

かつ 

（２）５個以上 

（１）２個以上

かつ 

（２）７個以上 （２） 10個 

項目Ⅱ  

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ実現に 

向けての取組 

（３） 11個 

３個以上 ５個以上 10個以上 （４） 8個 

（５） 8個 

項目Ⅲ 

女性の活躍推進の取組     

（６） 12個 
１個以上 ３個以上 ７個以上 

（７） ７個 

（８） ４個 
１個以上 ３個以上 ５個以上 

（９） 10個 

項目Ⅳ 

その他の取組 
自 由 記 載（特別アピールしたい取組など） 

その他の条件 
    一般事業主行動

計画の策定※ 

DL

•申請書は市のホームページからダウンロード

•申請書をお送りをさせていただくこともできます

作成

•取組確認表のチェック項目から該当するものにチェック

•申請書の作成のお手伝いも致します

提出

•令和8年度（2026年度）の申請受付

＜メール・郵送（消印有効）＞７月１日（水）～９月30日（水）

通知
•申請書の確認後、10月中旬までには認定を通知します

認定式
•11月中旬（予定）

認定までの流れ

取組確認表（ホームページからDLできます）による認定基準

お問合せ
小田原市市民部人権・男女共同参画課
〒２５０－８５５５ 小田原市荻窪３００番地

TEL ０４６５－３３－１７２５
E-MAIL jinken@city.odawara.kanagawa.jp

詳細は後日ご案内します

検索 小田原ＬエールHOME

※「一般事業主行動計画」とは、「女性の職業生活における活躍の推進に

おける法律（平成27年法律第64号）」第８条に定める行動計画をいう。


